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東
日
本
大
震
災
か
ら
10
年

今
な
お
続
く
余
震

災害に備えた、地域の支え合いーーー

問 保健福祉部　高齢福祉課　(82-1115　

□ 70 歳以上の一人暮らし高齢者の方※

□ 介護保険認定（要介護度３～ 5）を受け
　 ている方
□ 身体障害者手帳（1 級、２級）を持って
　 いる方
□ 療育手帳 A を持っている方
□ 精神障害者保健福祉手帳を持っている単
　 身世帯の方
□ 市の生活支援を受けている難病患者
□ 他市町村から田村市に避難している要支援者
□ 自ら避難行動要支援者名簿への掲載を希
    望する方（支援を必要とする方）
※同居家族がいる場合でも、時間帯によって
　1 人となる高齢者を含む。

登録対象者
規模な災害が発生したとき、高齢者や障害のある人など、自
力での避難が困難で支援が必要な人たちがいます。

市では、災害時に避難支援などを必要とする人を把握するため、「避
難行動要支援者名簿」を作り、避難支援関係者（民生児童委員、社
会福祉協議会、行政区、消防団など）と情報を共有し、地域の支え
合い、助け合いによる避難支援の仕組みづくりを進めています。
いざという時のためにもぜひ登録しましょう。
※この制度は災害時の支援を必ずしも保証するものではありません。

大

┯ ┯
避難行動要支援者
避難支援制度

登録内容
避難行動要支援者名簿には、次の内容を登録します。
●住所　●氏名　●性別　●年齢　●電話番号　●緊急連絡先
※登録情報は、災害時の緊急対策や日常生活の見守り支援にの
　み使用し、それ以外の用途に使用することはありません。

┯

登録・相談窓口
市では、避難支援が必要と考えられる方に対し、個別に「避難
支援プラン同意確認書」を郵送しています。名簿への登録に同
意する方は必要事項を記入し、高齢福祉課、各行政局または出
張所へ提出してください。
また、個別の通知がない方で名簿への登録を希望する方は、高
齢福祉課または各行政局へご相談ください。

┯

大規模な災害が発生した場合、避難行動
要支援者の安否の確認や救出・救助、情
報提供、避難誘導を行うためには、まず、
支援を必要とする人がどこにいるのかを
知っておく必要があります。
円滑かつ迅速に避難支援など行うために
も、平常時から住民同士の顔の見える関
係を作るなど、地域の防災力を高めてお
くことが必要です。
住民の皆さんと防災関係機関が一体とな
り、より一層の防災体制の強化に努め、
災害による被害をなくしましょう。

大切なことは
地域での
助け合い

要支援者

地域の助け合い

民生児童委員、
消防団、行政区

地域の支援者
隣近所の方など

情報
提供

支
援

●災害情報の伝達
●安否確認・避難誘導

●避難行動要支援者名簿

●避難行動要支援者名簿の
　作成（同意書）

地域     
の 輪

「
東
日
本
大
震
災
」
の
余
震

続
く
地
震
に
ま
た
か
ー
ー

　　

２
月
13
日
に
発
生
し
た
福
島
県
沖

地
震
、
さ
ら
に
は
３
月
20
日
に
発
生

し
た
宮
城
県
沖
地
震
。
ど
ち
ら
も

２
０
１
１
年
３
月
11
日
発
生
し
た
、

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
「
東
日
本

大
震
災
」
の
余
震
と
さ
れ
、
10
年
が

経
過
し
た
今
も
な
お
、
影
響
が
続
い

て
い
ま
す
。

　

政
府
の
地
震
調
査
委
員
会
は
少
な

く
と
も
今
後
10
年
は
大
規
模
な
余
震

が
発
生
す
る
状
況
が
続
く
と
発
表
し

て
い
る
た
め
、
今
後
も
注
意
と
防
災

対
策
が
必
要
で
す
。
防
災
対
策
に
は
、

４
月
か
ら
公
開
を
開
始
し
た
「
防
災

マ
ッ
プ
デ
ジ
タ
ル
版
」
を
活
用
し
て

く
だ
さ
い
。（
５
ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
）

市
内
の
状
況
と
災
害
対
応

　

２
つ
の
地
震
は
市
内
で
も
震
度
５

以
上
を
観
測
し
ま
し
た
。
市
で
は
地

震
発
生
後
す
ぐ
に
災
害
警
戒
本
部
を

設
置
し
、
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が

ら
被
害
状
況
の
確
認
や
広
報
活
動
な

ど
を
行
い
ま
し
た
。

　

市
内
で
は
死
亡
者
や
重
症
者
な
ど

の
大
き
な
人
的
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
住
宅
や
公
共
施
設
の
建

物
で
半
壊
や
一
部
損
壊
な
ど
の
被
害

が
発
生
し
ま
し
た
。

復
旧
に
向
け
て

　

市
内
の
公
共
施
設
で
は
、
市
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー
と
常
葉
体
育
館
な
ど

が
一
部
被
害
を
受
け
、
学
校
給
食
の

提
供
と
施
設
利
用
が
で
き
な
い
状
況

が
現
在
も
続
い
て
い
ま
す
。
保
護
者

お
よ
び
利
用
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
一
日
も

早
い
復
旧
を
目
指
し
工
事
を
進
め
て

い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

給
食
提
供
停
止
に
よ
る

支
援
金
の
給
付

　

市
で
は
、
市
立
幼
稚
園
、
市
立
小

中
学
校
に
通
う
園
児
と
児
童
生
徒
の

保
護
者
へ
、
給
食
提
供
停
止
に
よ
り

被害区分 件数

住宅 半壊 7 件
一部損壊 206 件

非住家 公共建物 83 件
その他の建物 61 件

土地・構築物 公共用 5 件

ライフライン

上水道 3 件
市道 2 件
農道 1 件
林道 2 件

市内の被害状況（3 月 19 日現在）

各
家
庭
で
お
弁
当
の
準
備
を
し
て
い

た
だ
く
た
め
の
支
援
金
を
３
月
に
給

付
し
ま
し
た
。
支
援
金
額
は
次
の
と

お
り
で
す
。

●
幼
稚
園
児
…
８
０
０
０
円

●
小
中
学
校
２
子
目
以
降
の
無
償
化
・

　
就
学
援
助
対
象
児
童
生
徒　

　
　
　
　
　
　
　
　
…
８
０
０
０
円

●
小
中
学
校
１
子
目
の
給
食
費
納
入
者

　
　
　
　
…
４
０
０
０
円

●
中
学
３
年
生
・
新
小
学
１
年
生

　
小
中
学
校
２
子
目
以
降
の
無
償
化
・

　
就
学
援
助
対
象
児
童
生
徒　

　
　
　
　
　
　
　
　
…
４
０
０
０
円

　
小
中
学
校
１
子
目
の
給
食
費
納
入
者

　
　
　
　
…
２
０
０
０
円

●
新
入
園
児
…
４
０
０
０
円

　
※
新
入
園
児
は
個
別
に
通
知
し
た

　
　
振
込
依
頼
書
を
記
入
し
、
入
園

　
　
式
当
日
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▲図書館滝根分館の被害の様子


